
主　　　　　　　　　　文
１　本件控訴をいずれも棄却する。
２　差戻し前及び後の控訴審並びに上告審における訴訟費用は控訴

人らの負担とし，参加費用は参加人らの負担とする。
事　実　及　び　理　由

第１　当事者の求める裁判
１　控訴人ら及び参加人ら

(1)　原判決を取り消す。
(2)　被控訴人は，Ａ株式会社に対し，１億５３５０万円を支払え。
(3)　被控訴人は，Ａ株式会社に対し，６０００万円を支払え。
(4)　訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人の負担とする。
(5)　仮執行の宣言（なお，参加人らは，上記(2)(3)につき，仮執行の宣言を申

し立てた。）
２　被控訴人

(1)　主文第１項と同旨
(2)　控訴費用及び参加費用は，控訴人ら及び参加人らの負担とする。

第２　事実関係
１　事案の概要

　本件は，Ａ株式会社（資本金１０００万円，以下「本件会社」という。）の株主
である控訴人らが，同社の代表取締役であった亡Ｃ（以下「Ｃ」という。）及びそ
の子である被控訴人において株主総会の決議を経ることなく役員報酬等を支
払ったことにより，被控訴人はＣから相続したものを含め同社に対する損害賠
償義務を負ったなどと主張して，商法２６７条に基づき，被控訴人に対し，上
記役員報酬等相当額の損害賠償を本件会社に支払うことを求めた株主代表
訴訟であり，同訴訟について，差戻し前の控訴審において，参加人Ｂが共同
訴訟参加したところ，同人の参加申立が訴訟を不当に遅延させるものである
から不適法であるとして，同参加申出を却下し，控訴人らの控訴を棄却したた
め，控訴人ら及び参加人Ｂが上告し，上告審において，参加人Ｂの参加申出
は不適法とはいえないとして，参加人Ｂの参加の要件及び当事者双方の主
張のいずれに理由があるかについてさらに審理させるとして，原判決を破棄，
差し戻しし，当審においてさらに参加人Ｄ及び同Ｅが共同訴訟参加した事件で
ある。

２　当事者の主張
(1)　控訴人ら（請求原因）

ア　控訴人らは，本件会社の株式を６か月以上前から継続して保有する株
主である。

イ　被控訴人は，平成５年１１月１５日から本件会社の代表取締役に選任さ
れたとしてその旨の登記を了し，現在に至るまで代表取締役の権限を行
使しているものである。
　商法２６７条の株主代表訴訟にいう取締役は，その立法趣旨を考えれ
ば，適法に選任された取締役に限る必然性はなく，選任手続を経ずに事
実上表見的に取締役の権限を行使し又は行使している取締役に対し
て，会社が責任を追及するのは困難であるから，それらの取締役を含む
ものとしなければならない。

ウ　Ｃは，本件会社の創立以来平成５年１１月１６日の死亡時まで本件会社
の代表取締役であったが，被控訴人は，同人の子であり同人の債務全
部を相続により承継した。

エ　Ｃは，本件会社の代表取締役在任中の昭和６０年３月期から平成６年３
月期にかけて，同人及び他の取締役の役員報酬及び役員賞与として合
計１億５３５０万円（以下「本件役員報酬等」という。）を自己及び他の取
締役に支払った。

オ　被控訴人は，平成６年６月ころ，本件会社の代表取締役として，Ｃの相
続人らに対し，同人の代表取締役退職慰労金名目に６０００万円（以下



「本件退職慰労金」という。）を支払った(以下，本件役員報酬等及び本件
退職慰労金の各支出を｢本件各支出｣という｡)。

カ(ア)　役員報酬及び役員賞与並びに退職慰労金の支払は，商法２６９条
により，定款又は株主総会の決議によるべきところ，本件会社の定款
にはその旨何らの定めがなく，かつ，株主総会の決議もないにもかか
わらず，上記エ及びオのとおり，本件役員報酬等及び本件退職慰労
金の支払がなされたものである。

(イ)　本件役員報酬等及び本件退職慰労金の不当性
　民間賃金調査機関（株式会社政経研究所）の調査によると，昭和６１
年から平成６年において，調査対象となった営業中会社の非常勤取
締役１人当たりの平均年収額は２１９万円に過ぎないが，本件会社
は，昭和３９年以来今日に至るまで事実上営業休止の状態にあって利
益がないにもかかわらず，右平均年収の約７ないし９倍もの本件役員
報酬等の支払いをなすことは極めて不当である。また，本件退職慰労
金についても，上記本件役員報酬等の支払に照らせば，同じく不当で
ある。

(ウ)　本件役員報酬等及び本件退職慰労金は，本件会社には営業上の
利益が全くないにもかかわらず，株主総会の決議を得ずに積立金及
び準備金を取り崩し，あるいは重要な会社財産たる不動産を処分し
て，利益があるかのごとく装い，しかも株主への配当を無視して支払
われたものである。また，役員賞与の支払は，配当可能利益が存在す
るときに限り，その一部によりなされるべきものであるが，上記のよう
にして，配当可能利益があるかのごとく装って支払われた。

(エ)　本件会社は，昭和３９年７月，本来の営業を閉止して以降，会社社
宅７か所及び土地を管理する不動産賃貸業となったが，収入が僅か
であり，会社所有の不動産，ゴルフ会員権の資産を処分したとき以外
は毎期赤字決算を続けていた。しかるに，この間毎期役員報酬８４０
万円，時には４８００万円以上を支出し，また，株主配当をせずに役員
賞与を４００万円以上支出し，その合計金額は昭和６０年以降に限定
しても巨額に上っている。本件会社は，その当時，不動産賃貸業とし
て，Ｃに対して貸している社宅の毎月３万円の家賃収入しかないの
に，管理費として毎月１５０万円ないし３００万円を支出し，赤字が毎月
１００万円以上になるという状態で，上記報酬，賞与を支払うのは著し
く過大である。Ｃは，代表取締役であった間，その地位を利用して５億
９０００万円余の主要な会社財産を処分したり，６９００万円余の積立
金を取り崩して利益を装ったりして，多額の役員報酬，賞与を支出した
が，Ｆ，Ｄ，Ｇ３名に６３００万円を支払った以外は，大半は自分自身に
支払ったものである。その結果，本件会社は，５３期の平成６年度末に
は，資産として繰越金６８００万円余及び社宅１か所を残すだけとなっ
た。Ｃは，３０年近い在職中，既に会社財産から多額の金員を手中に
し，退職金相当分を取得していたとみられるから，同人の死亡後に，
功績に報いると称して退職金を支払うのは，前記他の創業以来の３役
員へ支払った退職金合計金額６３００万円余に比して，故なく金額を倍
加する結果となって著しく不当である。上記各支出行為は，取締役が
その義務に違反し，配当もしくは速やかな解散清算により残余財産と
して株主に配分すべき会社財産を自己の利益のために蚕食したもの
である。

キ　Ｃ及び被控訴人の上記各行為は，商法の諸規定，諸原則及びその法
理に著しく違反することは明らかであるから，被控訴人は，上記エについ
てはＣの相続人として，その余については表見取締役として，いずれも商
法２６６条１項５号に基づき，本件会社が上記各違法行為によって被った
本件役員報酬等及び本件退職慰労金の合計２億１３５０万円の損害を，
本件会社に対し賠償する責任がある。



ク　控訴人らは，本件会社に対して，書面をもって取締役たる被控訴人の
責任を追及することを求め，上記書面は平成６年９月４日ころ本件会社
に到達したが，本件会社は３０日を経過しても被控訴人に対する損害賠
償請求の訴訟を提起しなかった。

ケ　よって，控訴人らは，商法２６７条に基づき，本件会社のため被控訴人
に対し，本件会社に同法２６６条１項５号に基づく損害金として合計２億１
３５０万円の支払いを求める。

(2)　被控訴人の本案前の抗弁
　原判決８頁１０行目から同１０頁１行目までを引用する。

(3)　控訴人らの本案前の抗弁に対する反論
　原判決１０頁３行目から同１１頁７行目までを引用する。

(4)　請求原因に対する認否
ア　請求原因アの事実は認める。
イ　同イの事実は認め，主張は争う。
ウ　同ウの事実は認める。
エ　同エ，オの事実は認める。
オ　同カ(ア)の事実は認め，カ(イ)ないし(エ)，キの主張は争う。
カ　同クの事実は認める。

(5)　参加人らの主張
ア　参加人Ｂ及び同Ｄは，いずれも本件会社の株式４０００株を，参加人Ｅ

は同２０００株を，それぞれ保有する株主である。
イ　その他の請求原因は，控訴人らの上記(1)アないしケに同じ。
ウ　参加人らは控訴人らと被控訴人との間の本件訴訟の判決の効力を受

けるので，控訴人らの共同訴訟人として旧民事訴訟法７５条，民事訴訟
法５２条により参加の申し出をしたものである。

(6)　被控訴人の抗弁
ア　株主総会による承認

(ア)　本件会社の株主総会決議については，名古屋地方裁判所平成９
年(ワ)第４６５１号事件の判決で，平成６年１０月２３日開催の株主総
会決議，同７年５月２７日開催の株主総会決議，同８年５月２５日開催
の株主総会決議，同９年５月３１日開催の株主総会決議の各不存在
が確認され，平成５年１１月１５日開催の株主総会決議，同６年５月２０
日開催の株主総会決議については，本件会社がその不存在を認めた
ため，確認の利益がないとして却下され，この判決は確定した。

(イ)　この判決により，昭和５５年９月２６日に開催された株主総会以後，
取締役選任のため適法に開催された株主総会は存在しないこととなっ
た。
　同社の取締役は，商法２５８条１項により，後任取締役が選任される
までＣ（代表取締役），Ｇ，Ｈであったところ，Ｃは，平成５年１１月１６日
死亡した。
　そこで，法定の取締役の員数を欠き，かつ代表取締役を欠く状態と
なったため，平成１１年５月１４日，取締役兼代表取締役一時職務代
行者として弁護士Ｉが選任された。

(ウ)　平成１１年７月１７日，同社の取締役会が開催され，仮代表取締役
Ｉ，取締役Ｈが出席し，下記議題につき，下記のとおり株主総会を招集
することが決定された。

記
日時　平成１１年９月１６日午後１時から
場所　名古屋市中区ab丁目c番d号

名古屋弁護士会館
議題　ａ　取締役３名選任の件

ｂ　監査役１名選任の件
ｃ　利益配当の件（株主Ｇ提案）



(エ)　上記株主総会において，本件会社の取締役として，被控訴人，Ｊ，
Ｋが，監査役にＬがそれぞれ選任された。
　同日，同所において全員出席の取締役会が開催され，被控訴人が
代表取締役に選任され，その旨登記がなされた。

(オ)　平成１１年１１月１３日，本件会社の取締役会が開催され，下記議
題につき，下記のとおり臨時株主総会を招集することが決定された。

記
日時　平成１１年１２月１８日午前１１時から
場所　名古屋市中区ef丁目g番h号

マルジュウビル６階　Ｍ法律事務所
議題　ａ　第２６期から５９期（昭和４１年４月１日から平成１１年

３月３１日まで）までの決算に関する貸借対照表，損益計算
書及び利益処分案の承認の件

ｂ　退職役員
　Ｃ（の遺族）に６０００万円
　Ｇに５０万円
　Ｈに５０万円
の（退職）慰労金支払（第５５決算期中に支払済）承認の件

(カ)　平成１１年１２月１８開催の臨時株主総会で，上記議題はいずれ
　も可決承認された（以下「本件株主総会決議」という。）。

　以上のとおり，本件会社は，商法で定められたとおりの方法で後任
の取締役が選任され，そのもとで適法な株主総会において本件各支
出
が決議承認されたのであるから，控訴人らが主張する本件各支出の
違
法性はすでに治癒されている。

(キ)　さらに，本件会社は，平成１４年５月３１日開催の定時株主総会
　において，第４５期から第５４期までの各期の役員報酬及び役員賞与

の支払承認を求める議案が改めて審議され，この議案も可決承認さ
れた。
　よって，本件役員報酬等の支払についてもその違法性は治癒され
た。

イ　株主の権利放棄ないし包括的委任
　本件会社においては，これまで２，３の例外を除き，株主総会を開催
してこなかったが，Ｃの所持する株式は，その親族名義の株式も合わせ
ると，発行済株式総数の圧倒的多数を占めていたこともあり，本件会社
の株主は，このことにつき何らの異議も述べることなく，Ｃの会社運営に
了解，同意してきたのである。そして，Ｃが本件会社の全株券を所持して
いたことからも明らかなとおり，本件会社の株主は，株主としての権利を
放棄していたか，あるいはＣに対し，その運営等を包括的に委任してい
たと言うことができる。

ウ　信義則違反
　控訴人ら及び参加人らも他の株主と同様，これまで上記イのような本
件会社運営の実態を容認してきたにもかかわらず，今になって商法の規
定によってこれを非難することは，信義則に著しく反し，権利の濫用で
ある。

エ　過失相殺法理の類推適用
　本件会社の運営実態に対する責任は，上記イのとおり，全株主がその
運営実態を容認してきたものであり，Ｃ一人の責任ではなく，他の取締
役及び全株主の責任を不問に付したまま被控訴人のみ責任を負担せし
め
るのは公平の原則に反するものであり，過失相殺の法理を類推適用し
て，その損害を相当程度減額すべきである。



(7)　控訴人ら及び参加人らの反論
ア　被控訴人の抗弁はいずれも争う。
イ　本件各支出及びその支出を承認する本件株主総会決議は，会社法に

内
在する株主出資原理及び株主委任原理に反し違法であるから，以下の
とおり，本件株主総会決議の内容は無効である。
(ア)　商法は，株主総会及び取締役会の決議について，原則的に単純な
　多数決を採用し，重要な事項については特別決議によらしめている。

　しかしながら，多数決は多数であればどのような内容のことでも議決
できるというものではなく，当然内在的な限界がある。強行法規に違反
する事項や公序良俗に反する事項を内容とする決議はできないし，同
様に，会社法に内在する基本的な原理，原則に違反する事項を内容
とする決議はなすことを得ない。

(イ)　会社法に内在する根幹的な基本原理，基本原則は，株主出資原理
と株主委任原理というべきものがある。
　株式会社は，多数の出資者たる株主が集まり，株主は他の株主また
は第三者の管理者，取締役を選定しその者にその会社の運営を委任
するという構造になっている。株主の出資の目的は利潤の追求であ
り，その委任の目的は，最小費用による最大利潤の獲得であって，獲
得利潤の株主自身への配当，還元である。株主は，この配当，還元
を，管理者，取締役に委任するのであり，この株主原理は，株式会社
制度の根幹原理である。
　この原理に反することを許容するときは，会社法の認める株式会社
制度そのものを足元より崩壊させることとなる。

(ウ)　会社法は，一方，株主総会の意思実現の方法として，多数決を採
用するが，株主原理は会社法の目標であり，多数決はその目標を達
成するための形式，方法原理であるから，実質である株主原理は多
数決に優先する原理であり，多数決に内在する制限原理である。
　したがって，多数決といえども株主原理を侵すことはできない。

(エ)　本件株主総会決議は，基本的株主権を侵害して不法に利潤を社外
へ流出させるものであるから，同株主総会決議は無効である。

ウ(ア)　本件株主総会決議は，単に，貸借対照表，損益計算書及び利益処
分案を議題にするものであって，取締役に対する報酬を定めるもので
はなく，商法２６９条は，取締役のお手盛りを防止し，株式会社の財産
が不当に流出するのを防ぎ，株主の利益を保護するための規定であ
るから，厳格に運営されなければならず，貸借対照表の承認だけでは
株主総会で取締役の報酬を定めたことにはならない。

(イ)　また，本件株主総会において，取締役に対する報酬及び賞与の総
額を決議しても，これをどのように配分するかを取締役会に一任する
旨の決議がなされていないから，どの取締役にいくら支払われるか全
く不明であり，この決議は，商法２６９条に違反する。

(ウ)　本件株主総会決議において，議決権を行使した株主Ｃ，Ｊ，Ｋ，Ｌ
は，いずれもＣの相続人であり，また，本件退職慰労金６０００万円の
支払を受けた者であるから，決議につき特別の利害関係を有する株
主（商法２４７条１項３号）にあたる。
　また，本件株主総会決議において，慰労に値する取締役の功績のな
かったＣに対して，僅差の多数株主が賛成して金員の支払を承認した
ものであり，さらに，上記決議のうち，６０００万円の支払決議は，少数
派株主に不当な不利益となる決議であって多数決の濫用であり，著し
く不当な決議であるから，決議取消事由がある。したがって，これに基
づく本件退職慰労金の支払は違法である。

エ　被控訴人は，平成１４年５月３１日に開催された定時株主総会におい
て，控訴人らが本件訴訟で問題としている第４５期から第５４期までの各



期の役員報酬及び役員賞与の支払は可決承認され，支払の違法性は
治癒された旨主張する。
　しかしながら，上記株主総会で承認可決されたとする２号議案（第４
５期ないし第５４期の役員報酬及び役員賞与の支払承認の件）は，以下
に述べるように，法令に違反し無効であるから，本件役員報酬等の支払
の違法性は治癒されていない。
　すなわち，第４５期から第５４期までの各期の役員報酬及び役員賞与
の支払は，過去のそれぞれの期における株主総会の承認を経ていな
い。
治癒されるべき瑕疵のある株主総会決議がもともと存在しないのである
から，過去に存在しない決議をそのままの形で再び決議する方法で，瑕
疵を治癒することはできない。また，昭和５９年当時とは株主の構成も
異なるところ，１８年も経った今頃になって，過去の各期の役員報酬及
び役員賞与の支払承認決議を異なる構成の株主のもとで，瑕疵を治癒
さ
せる再議決ができるはずもない。
　役員報酬及び役員賞与は，現在の時点での役員の功績を評価するも
の
であり，過去の期の報酬賞与を現在承認可決することはできないのであ
る。これを承認可決できるというならば，僅差で多数の地位を占める株
主の恣意で会社財産の不当な流出を許し，僅差で少数の地位に甘んじ
る
株主の権利を侵害するものである。
　また，上記決議は，役員報酬あるいは役員賞与としか区分されず，こ
のような決議では取締役の報酬及び監査役の報酬の額を株主総会決議
を
もって定めたことにはならず，またどの取締役にどれだけ支払われるの
か不明であるから，商法２６９条に違反する。

第３　当裁判所の判断
１　被控訴人の本案前の抗弁について

　原判決１９頁６行目から同２３頁２行目までを引用する。
２　控訴人ら及び参加人らの請求原因アないしカ(ア)の各事実は当事者間に争
　いがない。
３　そこで，抗弁について判断する。

　証拠（乙４２ないし５１）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認めら
れる。
(1)　本件会社の株主総会決議については，名古屋地方裁判所平成９年(ワ)

第４６５１号事件の判決で，平成６年１０月２３日開催の株主総会決議，同７
年５月２７日開催の株主総会決議，同８年５月２５日開催の株主総会決議，
同９年５月３１日開催の株主総会決議の各不存在が確認され，平成５年１１
月１５日開催の株主総会決議，同６年５月２０日開催の株主総会決議につ
いては，本件会社がその不存在を認めたため，確認の利益がないとして却
下され，この判決は確定した。

(2)　この判決により，昭和５５年９月２６日に開催された株主総会以後，取締
役選任のため適法に開催された株主総会は存在しないこととなった。その
ため，本件会社の取締役は，商法２５８条１項により，後任取締役が選任さ
れるまでＣ（代表取締役），Ｇ，Ｈであったところ，Ｃは，平成５年１１月１６日
死亡した。そこで，法定の取締役の員数を欠き，かつ代表取締役を欠く状
態となったため，平成１１年５月１４日，取締役兼代表取締役一時職務代行
者として弁護士Ｉが選任された。

(3)　平成１１年７月１７日，本件会社の取締役会が開催され，仮代表取締役Ｉ，
取締役Ｈが出席し，下記議題につき，下記のとおり株主総会を招集するこ
とが決定された。



記
日時　平成１１年９月１６日午後１時から
場所　名古屋市中区ab丁目c番d号

名古屋弁護士会館
議題　ａ　取締役３名選任の件

ｂ　監査役１名選任の件
ｃ　利益配当の件（株主Ｇ提案）

(4)　上記株主総会において，本件会社の取締役として，被控訴人，Ｊ，Ｋが，
監査役にＬがそれぞれ選任された。
　同日，同所において全員出席の取締役会が開催され，被控訴人が代表
取締役に選任され，その旨登記がなされた。

(5)　平成１１年１１月１３日，本件会社の取締役会が開催され，下記議題につ
き，下記のとおり臨時株主総会を招集することが決定された。

記
日時　平成１１年１２月１８日午前１１時から
場所　名古屋市中区ef丁目g番h号

マルジュウビル６階　Ｍ法律事務所
議題　ａ　第２６期から５９期（昭和４１年４月１日から平成１１年３月

３１日まで）までの決算に関する貸借対照表，損益計算書及び利
益処分案の承認の件

ｂ　退職役員
　Ｃ（の遺族）に６０００万円
　Ｇに５０万円
　Ｈに５０万円
の（退職）慰労金支払（第５５決算期中に支払済）承認の件

(6)　上記臨時株主総会で，上記議題はいずれも可決承認された。
４　控訴人ら及び参加人らの反論について

(1)　控訴人ら及び参加人らは，本件各支出及びその支出を承認する本件株
主
総会決議は，会社法に内在する株主出資原理及び株主委任原理に反し違
法であるから，以下のとおり，本件株主総会決議の内容は無効である旨主
張する。
ア　しかしながら，株主は，自己の経済的利得を目的として会社企業に参

加しているのであって，株主の権利は自益権であれ，共益権であれ，こ
の目的の追求あるいは保護のために与えられているので，株主はこの
議決権を行使するに当たっては，自己の株主としての利益判断に従って
自由にこれを行使することができる。株主総会における多数決原理は，
株主が株主としての立場に立っての利益判断に従って議決権を行使す
る場合に，意見の対立が生じても，会社参加目的である経済的利益獲
得のための意見の相違にすぎず，理念的にはその共同目的に一致し，
会社の繁栄は株主自身の利益となることを前提に，何が株主にとって最
も利益であるかは株式の多数を有する者の判断するところに委ね，その
決議から生ずる利害は各株主にその所有株式数に応じて平等に帰属す
るとしているのである。
　一方，株主が株主総会の決議について株主たる地位と関係のない純
個人的利害関係を有し，他の株主の株主としての利益を犠牲にして，こ
れを行使することは許されないと解されるところ，この場合の規定として，
商法２４７条１項３号が定められているのである。
　以上の観点から，本件株主総会決議に控訴人らの株主権の侵害があ
るか否かを検討する。

イ　当事者間に争いのない事実，前掲各証拠及び証拠（乙３ないし１２の各
１ないし３，１６，２２，２８，甲３の１ないし６，４，６，１０ないし１２，原審に
おける被控訴人本人尋問の結果）及び弁論の全趣旨によれば，次の事



実が認められ，他にこの認定を左右するに足る証拠はない。
　本件株主総会決議は，第２６期から第５９期（昭和４１年４月１日から平
成１１年３月３１日）の決算に関する貸借対照表，損益計算書及び利益
処分案の承認（このうちには，Ｃが，本件会社の代表取締役在任中の昭
和６０年３月期から平成６年３月期にかけて，同人及び他の取締役の役
員報酬，役員賞与として合計１億５３５０万円を支払った本件役員報酬等
の支出を含む。）及び平成６年５月２０日支払われた退職慰労金のうちＣ
の相続人らに支払われた本件退職慰労金６０００万円を事後的に追認す
るものである。
　本件会社は，昭和２３年２月Ｃ，Ｎらによって鉄鋼取引等を目的として設
立され，以降順調な経営を続けていたが，昭和３８年度には売上高約３０
億円，税引き前純益約３０００万円を挙げるに至り，株主に対しては年２
割の配当をした。その後，商社企業の大型化，系列化が時代の要請とな
り，本件会社は，昭和３９年７月鉄鋼部門を大同興業株式会社に営業譲
渡をし，同月２５日会社の目的を不動産賃貸業に変更した。その後，本
件会社は，その所有の不動産等の資産を管理運営するだけとなったが，
資本（金額１０００万円），負債の合計額に比して多くの資産を有し，土地
等の資産を処分すれば多額の利益を得ることができた。控訴人らが問題
とする昭和５９年度（昭和５９年４月１日から昭和６０年３月末まで）から平
成５年度までの間においても，本件会社は，平成２年度に土地を処分し，
役員報酬として４８４０万円を支払った後，なお当期利益金約５８２５万円
を計上した。退職慰労金支払の例として，昭和５５年前記Ｎが退職する
際に３０００万円が支払われたこともある。また，昭和６２年度から平成４
年度まで役員賞与として毎年４００万円が支払われているが，これは，Ｃ
とＧの２名に対する各２００万円ずつの支払である。そして，本件会社に
は，平成６年３月末現在で繰越利益が約６８０１万円，資産が約８４２３万
円（土地については簿価（取得原価）で計算）存在する。

ウ　このような本件会社の資産の保有状況，利益発生状況，Ｃらの本件会
社の発展，拡大に対する功績，不動産の管理業務等を考慮すると，上記
役員報酬等の支出が著しく高額であるとはいえない。

エ　この点，控訴人らは，多くの会社資産を処分することが不当である旨主
張する。
　しかしながら，会社の経営資源をいかなる時期にいかに活用，変更，
処分するかは取締役が経済情勢，景気の状態，業界の動向，会社の当
時の業績等を勘案して，経営判断に基づいて行うものであり，また，上記
資産の処分自体によって，本件会社に損害が発生した事実も認められ
ないので，上記処分が直ちに取締役の善管注意義務ないし忠実義務に
反するとはいえず，他に本件役員報酬という支出が著しく不当であること
を認めるに足る証拠はない。そして，本件株主総会における株主が，Ｃら
の功績等を考慮して，当時の取締役のなした役員報酬等の支出に対し
て，これを追認したものであって，株主としての立場を離れて控訴人ら及
び参加人らの株主権を侵害するというほどの著しく不当な決議とまでは
いえない。

オ　したがって，控訴人ら及び参加人らの主張は採用できない。
(2)ア　控訴人ら及び参加人らは，第４５期から第５４期までの各期の役員報

酬等の支払は，過去のそれぞれの期における株主総会の承認を経てい
ないので，治癒されるべき瑕疵のある株主総会決議がもともと存在しな
いのであるから，存在しない決議をそのままの形で再び決議する方法
で，瑕疵を治癒することはできないので，同じ内容の決議を何度承認可
決しても，内容が法令に反し無効であることに変わらない旨主張する。
　しかしながら，上記３のとおり，本件会社は，商法で定められたとおりの
方法で後任の取締役が選任され，そのもとで適法な株主総会において
本件各支出が決議承認（追認）されたものであり，過去に株主総会決議



が存在しないとしても，その後の株主総会において，役員報酬の支出の
承認をして完全な適法化を図ることは法的に可能であるというべきであ
る。けだし，役員報酬，退職慰労金の額は，定款の定めがない限り株主
総会の決議によって定められ，役員報酬の支出は株主総会の承認を要
するものとされているのであって，このように解してもお手盛りの弊害は
防止することができるからである。また，株主総会が控訴人らの主張の
ように再議決することができないと解すると，役員報酬等の支出の完全
な適法化を図ることは永久的にできなくなり，無用な混乱を生ずることと
なるからである。
　したがって，控訴人ら及び参加人らの主張は採用できない。

イ　さらに，上記決議は商法２６９条に違反する旨主張する。
　しかしながら，上記決議における利益処分案には，各期の報酬総額の
記載があり，会社財産から流出する額の総額が明らかであって，取締役
全員に対する総額が定められている以上，お手盛り防止の弊害を防止
する同法に反するとはいえないので，控訴人ら及び参加人らの主張は採
用できない。

ウ　なお，控訴人ら及び参加人らは，本件株主総会決議には取消事由があ
ることをもって，本件役員報酬等の支出が違法である旨主張するが，本
件総会決議が取消されていない以上，その決議の効力はなお維持され
ているのであり，違法とはいえない。

(3)　以上のとおり，本件役員報酬等の支出は，著しく不当であるとはいえず，
本件会社に損害が発生した事実も認められず，違法性を有するものではな
いので，控訴人ら及び参加人らの主張は採用できない。

第４　結論
　以上のとおり，本件控訴は理由がないから，これをいずれも棄却すること
とし，差戻し前及び後の控訴審並びに上告審における訴訟費用及び参加費
用
の負担について民事訴訟法６７条，６１条，６５条を適用して，主文のとお
り判決する。
　名古屋高等裁判所民事第２部
　

裁判長裁判官　　　　大　　　内　　　捷　　　司
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